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○
総
務
省
告
示
第

号

行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
行
政
書
士
試
験
の
施
行
に
関

す
る
定
め
（
平
成
十
一
年
自
治
省
告
示
第
二
百
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年

月

日

総
務
大
臣

松
本

剛
明

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
二

試
験
科
目

第
二

［
同
上
］

［
一

略
］

［
同
上
］

二

行
政
書
士
の
業
務
に
関
し
必
要
な
基
礎
知
識
（
一
般
知
識
、
行
政
書
士
法
等
行
政
書
士
業
務
と
密
接
に
関

二

行
政
書
士
の
業
務
に
関
連
す
る
一
般
知
識
等
（
政
治
・
経
済
・
社
会
、
情
報
通
信
・
個
人
情
報
保
護
、
文

連
す
る
諸
法
令
、
情
報
通
信
・
個
人
情
報
保
護
及
び
文
章
理
解
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
出
題
す
る
こ
と
と
し
、

章
理
解
）

法
令
に
つ
い
て
は
、
試
験
を
実
施
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
四
月
一
日
現
在
施
行
さ
れ
て
い
る
法
令
に
関
し

て
出
題
す
る
も
の
と
す
る
。
）

第
三

試
験
の
方
法

第
三

［
同
上
］

［
一

略
］

［
同
上
］

二

試
験
問
題
に
つ
い
て
は
、
行
政
書
士
の
業
務
に
関
し
必
要
な
法
令
等
か
ら
四
十
六
題
、
行
政
書
士
の
業
務

二

試
験
問
題
に
つ
い
て
は
、
行
政
書
士
の
業
務
に
関
し
必
要
な
法
令
等
か
ら
四
十
六
題
、
行
政
書
士
の
業
務

に
関
し
必
要
な
基
礎
知
識
か
ら
十
四
題
を
出
題
す
る
。

に
関
連
す
る
一
般
知
識
等
か
ら
十
四
題
を
出
題
す
る
。

三

出
題
の
形
式
に
つ
い
て
は
、
行
政
書
士
の
業
務
に
関
し
必
要
な
法
令
等
は
択
一
式
及
び
記
述
式
と
し
、
行

三

出
題
の
形
式
に
つ
い
て
は
、
行
政
書
士
の
業
務
に
関
し
必
要
な
法
令
等
は
択
一
式
及
び
記
述
式
、
行
政
書

政
書
士
の
業
務
に
関
し
必
要
な
基
礎
知
識
は
択
一
式
と
す
る
。

士
の
業
務
に
関
連
す
る
一
般
知
識
等
は
択
一
式
と
す
る
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。




